
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富加町社会福祉協議会 

給食サービスのご案内 

…………………………… 

…………………………… 

- お弁当のメニュー例 - 

○ 利用対象者 

・ひとり暮らしの高齢者（６５歳以上）の方 

・高齢者のみの世帯の方 

・障がいのある方 

・その他必要性が認められる方（日中ひとりになる高齢者の方など） 

○ 利用料金 

１食３５０円 ※補助は赤い羽根の共同募金と社会福祉協議会の会費でまかなわれています。 

○ 利用料金は、口座引き落とし（ＪＡめぐみの）です。 

○ 安否確認を目的とした事業のため、お弁当は必ずご本人に手渡しで 

お届けします。 

月に２回（水曜日・金曜日）、地域のボランティアが 

手作りしたお弁当（昼食）をご自宅までお届けします 

（配食時間帯は１１時３０分～１２時３０分）。 

✿山菜おこわ風ご飯 ✿コールスロー 

✿春野菜の肉巻き  ✿オレンジ 

✿ひじきの煮物 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ その他 ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ 

留守メッセージを郵便受けに入れ、お弁当は一旦持ち帰ります。 

１３時００分までにご連絡があれば再配達します。 

なお、お弁当を渡せなかった時には、地域包括支援センター・ケアマネージャー 

に連絡を行い、安否確認が始まります。 

富加町社会福祉協議会にご連絡ください。 

- 給食の利用を「キャンセル」する場合 - 

給食サービス利用申込書と口座振替依頼書をご提出ください。 

給食サービス担当者がご自宅へ訪問します。 

利用開始日までに利用決定通知書を送付します。 

１１時３０分～１２時３０分の間に配食します。 

お弁当はご本人に手渡しします。 

その際、受取書に署名または押印をお願いします。 

① 申込み 

＜ お問合せ・連絡先 ＞ 

社会福祉法人 富加町社会福祉協議会 

☏：０５７４－５４－１３１２ 担当：垣下 
 

前日までに富加町社会福祉協議会までご連絡ください。 

② 訪 問 

③ 登 録 

④ 決 定 

⑤ 開 始 

- お弁当と一緒にお渡しするもの - 

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 利用方法 ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ 

- 利用日に「不在だった」場合 - 

◎ 月初めの実施日…１月、４月、７月、１０月…給食サービス利用分の請求書 

２月、５月、８月、１１月…前月引き落とし分の領収書 

※ 利用料金は３か月ごとに集計して、めぐみの農協の指定された口座より、 

１月、４月、７月、１０月の各１５日に引き落とします。 

 

◎ 月終りの実施日…翌月の献立表（まめなかな） 

 


